
（５）宅地造成及び特定盛土等規制法（盛土規制法）に基づく
規制区域の指定について

令和３年７月 静岡県熱海市における土石流による被害



〇盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、「宅地造成等規制法」を法律名・目的も含めて抜本的
に改正し、土地の用途（宅地、森林、農地等）にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制

※法律名を「宅地造成及び特定盛土等規制法」に改正。通称“盛土規制法”
※国土交通省・農林水産省による共管法とし、両省が緊密に連携して対応

法律の概要

法律の概要

宅地造成及び特定盛土等規制法（盛土規制法）に基づく
規制区域の指定について

国土交通大臣及び農林水産大臣は、盛土等に伴う災害の防止に関する基本方針を策定

１.スキマのない規制

規制区域 ◆知事が、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域(※)として指定

規制対象 ◆規制区域内で行われる盛土等を知事の許可の対象に (※)宅地造成等工事規制区域、特定盛土等規制区域

危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する法制度が必要

〇静岡県熱海市で大雨に伴って盛土が崩落し、土石流が発生→甚大な人的・物的被害（令和３年７月）

〇宅地の安全性、森林機能の確保、農地の保全等を目的とした各法律により開発を規制→各法律の目的の限界
等から、盛土等の規制が必ずしも十分でないエリアが存在（一部の地方公共団体では条例を制定して対応）

背景・必要性

許可基準 ◆災害防止のために必要な許可基準を設定

中間検査 ◆①施工状況の定期報告、②施工中の中間検査及び③工事完了時の完了検査を実施

完了検査

２.盛土等の安全性の確保



特定盛土等規制区域

市街地や集落などから離れているものの、
地形等の条件から、盛土等が行われれば人
家等に危害を及ぼしうるエリア等を指定

宅地造成等工事規制区域

市街地や集落、その周辺など、盛土等が行
われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア
を指定

森林

農地
宅地

規制区域のイメージ

宅地造成及び特定盛土等規制法（盛土規制法）に基づく
規制区域の指定について



規制区域内における規制対象

基準なし

宅地造成及び特定盛土等規制法（盛土規制法）に基づく
規制区域の指定について



【特定盛土等規制区域】
・保全対象(※)及びその上流域

(※)保全対象：人家、道路等

三重県における規制区域設定の考え方
※国から示された基礎調査実施要領（規制区域指定編）に基づき検討

宅地造成及び特定盛土等規制法（盛土規制法）に基づく
規制区域の指定について

三重県全域をいずれかの規制区域とする

【宅地造成等工事規制区域】
・都市計画区域のうち、
市街化区域及び
用途地域の指定のある区域

・５０戸以上の集落のある区域

学識経験者及び市町の意見反映

【規制区域外】
※規制区域から集中的に
土砂が持ち込まれる可能性がある

２２．４％が該当

７４．４％が該当

３．２％が該当



宅地造成及び特定盛土等規制法（盛土規制法）に基づく
規制区域の指定について

三重県の規制区域（案）

区分 面積（k㎡）
三重県全域に
対する面積比

三重県全域 5,774.48 ―

宅地造成等工事規制区域 1,290.93 ２２.４％

特定盛土等規制区域 4,483.55 ７７.６％
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